
「一次予防」
ストレスチェック制度の活用や職場環境等の改善を通じて、メンタルヘルス不

調を未然に防止すること
「二次予防」
メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行うこと
「三次予防」
メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰の支援等を行うこと

事業者は、上記の３つの予防が円滑に行われるようにするた
めに、一次予防を主な目的としたストレスチェック制度の実施
を推進することが重要です。
以下の「４つのケア」を効果的に推進し、職場環境等の改善、
メンタルヘルス不調者への対応、休業者の職場復帰のための
支援等が円滑に行われるようにすることもあわせて必要です。

ストレスチェック等の職場における
メンタルヘルス対策

るもい労働衛生通信
【vol.７】

留萌労働基準監督署

↖↓厚生労働省リーフレット
「職場における心の健康づくり

～労働者の心の健康の保持増進の
ための指針～」から引用

←ＨＰはこちら



化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の一部が改正さ
れました（令和４年５月、令和５年４月、令和６年４月に順次施行）。
事業者をはじめとする関係者の皆様へ、改正の内容を複数回に分けて、不定期

に解説します。

この情報の詳細については、留萌労働基準監督署 監督・安衛課
(℡：0164-42-0463)までお問い合わせください。

新たな化学物質規制について
【令和５年４月１日施行の事項・その２】

事業者が行うべきこと

□ 事業場で使用してい
る化学物質のＳＤＳを
確認し、左の２つのＧＨ
Ｓ絵表示のうち、どちら
かの表示があれば、
労働者に保護眼鏡、
不浸透性の保護衣、
保護手袋又は履物等
適切な保護具の使用を
させること

□ 化学物質のＳＤＳの
記載内容について、
更新の有無を確認し、
更新があれば、リスク
アセスメントを実施する
こと（実施の目安は３年
に１回）

□ 化学物質を別の容器
に移し替えて、事業場
内で保管する場合は別
の容器に①名称、
②人体に及ぼす作用の
２つを明示すること

↖厚生労働省リーフレット
「新たな化学物質規制が導入されます」から引用

がん等の遅発性疾病の把握強化

がん原性物質の作業記録の保存

職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大

↑厚生労働省リーフレット「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」から引用↑


